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第 41回平川市農業委員会総会議事録 

 

 

1．開催日時 令和 4年 3月 22日（火） 8時 53分～9時 22分 

 

2．開催場所 平川市役所尾上分庁舎 3階 委員会室 

 

3．出席農業委員 （19名） 

1番委員 今 井 文 雄 2番委員 工 藤   正 3番委員 柴 田 博 明 

4番委員 今 井 龍 美 5番委員 小田桐 志賀子 6番委員 花 田 良 造 

7番委員 三 浦 勝 志 8番委員 山 口 知 治 9番委員 齋 藤 久 嗣 

10番委員 三 浦 良 孝 11番委員 桑 田 久 毅 12番委員 古 川   榮 

13番委員 小山内 知 寛 14番委員 丹 代 純 嗣 15番委員 福 士   弘 

16番委員 葛󠄀 西 雅 博 17番委員 齋 藤 美也子 18番委員 對 馬 忠 法 

19番委員 大 川 哲 彌     

 

5．出席事務局職員 （4名） 

事務局長 小 野 生 子 事務局長補佐 清 藤 哲 彦 主事 佐 藤 千 尋 

専門員 佐 藤 千代彦     

 

6．議事日程等 

第 1 開   会 

第 2 会期の決定 

第 3 議事録署名者の指名 

第 4 書記の指名 

第 5 上 程 議 案 

議案第 143 号 平川市農業委員会事務局職員の任免について 

議案第 144 号 平川市農地移動適正化あっせん基準及び同基準細則の一部改                         

        正について 

 

第 6 閉   会 

 

7．会議の概要 

 

・あいさつ 

・農業委員会憲章 

唱和（委員全員） 

 

（省  略） 

 

（省  略） 
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議長 

（今井 龍美） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

小野事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

［開会 8 時 55 分］ 

 

これより、第 41回総会を開会いたします。 

ただ今の出席委員は、19名中 19名です。 

定足数に達しておりますので会議は成立いたします。 

 

議案説明のため、小野事務局長、清藤事務局長補佐、佐藤主事、佐

藤専門員の出席を求めました。 

書記には、清藤事務局長補佐を採用いたします。 

 

日程第 1、議事録署名者の指名を行います。 

議事録署名者には 9 番齋藤委員、10 番三浦委員の両名を指名いたし

ます。 

 

日程第 2、会期についてお諮りいたします。 

会期を本日 1日間としたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

異議ないものと認め、会期は本日 1日間と決定いたします。 

 

日程第 3、本日の議案は、お手元に配布しております議案第 143号か

ら第 144号まで 2件でございます。 

それでは、議案審議に入ります。 

初めに、議案第 143号を議題とし、事務局に説明を求めます。 

 

 1ページ目をお開きください。 

議案第 143 号、平川市農業委員会事務局職員の任免について、農業

委員会等に関する法律第 26条第 3項の規定により、審議を求めるもの

です。 

2ページ目をお開きください。 

今回の異動は 3月 31日付で 2名が退職、4月 1日付で 3名が転任、4

名が任用、2名が再任用となっております。 

詳しい説明は後ほどということで、説明は以上です。 

 

 議案の説明が終わりました。 

 暫時休憩いたします。 

 

【休憩 8時 58分】 



 

3 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

議長 

（山口 知治） 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

佐藤専門員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【再開 9時 09分】 

 

それでは、休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

議案第 143 号は人事案件ですので、質疑等を省略し、ただちに採決

したいと思います。 

議案第 143号を原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

 異議ないものと認め、原案のとおり決定いたします。 

 ここで、私と小野事務局長は、議会へ出席するため退席し、8番山口

委員と議長を交代いたします。 

 

（議長と小野事務局長は退席） 

 （8番山口委員は議長席へ） 

  

 事務局説明者の交代がありますので、暫時休憩いたします。 

 

 【休憩 9時 11分】 

 【開始 9時 12分】 

 

 （事務局説明者着席） 

 

 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

 それでは、議案第 144号を議題とし、事務局に説明を求めます。 

 

 別添で配布しておりますあっせん基準の一部改正の議案をご覧くだ

さい。 

議案第 144 号、平川市農地移動適正化あっせん基準及び同基準細則

の一部改正について、農地移動適正化あっせん事業実施要領（昭和 45

年 1月 12日付け 44農地 B第 3712号農林事務次官依命通知）の一部改

正等により、別紙のとおり平川市農地移動適正化あっせん基準及び同

基準細則の一部を改正することについて承認を求めるものでございま

す。 

 総会資料説明の前にあっせんについて説明します。 

 農業委員会は農業委員会等に関する法律の規定などに基づいて、農

地利用の最適化を推進するために、農用地等の権利移動のあっせんに

ついて、基準や要件を定めております。 

 農地の所有者から、農地の売渡しや貸付についてあっせんの申出が
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あった場合、農業委員会は権利移動の相手方をあっせんすることにな

っています。 

 現在、当農業委員会では毎月農用地利用調整会議を行っております

が、これと異なるのは、農用地等の権利移動の相手方が決まっておら

ず、農業委員会が相手方の候補者を選定して、あっせんを行うという

点です。候補者を選定すると、農地利用最適化推進委員の中から 2 名

をあっせん委員として指名し、あっせんを行う制度です。合併以降あ

っせん委員を指名してのあっせんは行った事がありません。しかし、

所有者からあっせん申出書の提出があった場合、農業委員または最適

化推進委員にその写しを配布して、買い手や借り手を探していただい

ているというのが現状で、正式なあっせんは行ったことはありません

が、簡易的なあっせんは何度となく行っていると思っております。 

 それでは今回の改正について説明をいたします。今回の改正につい

ては、まず、国の農地移動適正化あっせん事業の実施要領等の一部改

正があったこと、それから平川市の基本構想の一部改正があったこと、

それから、2020 年の農林業センサスの結果に伴って改正を行うのが今

回の改正点です。 

 資料の 2ページをご覧ください。 

 2ページ 3ページは、国の農地移動適正化あっせん事業実施要領等の

一部改正による字句の改正と押印制度が廃止になったことによる改正

です。3ページの左側の一番下、附則の欄が空欄となっておりますが、

これについては、本日総会で承認を得た後、改めて県の承認が必要に

なるということから附則の欄の年月日は記載しておりません。 

 次に 4ページから 6ページまでについては、先程申し上げましたが、

国の要領の改正によって押印制度が廃止になったため、様式の押印欄

も削除するということになります。 

 次に 7ページをご覧ください。（1）平川市農地移動適正化あっせん

基準 3の（1）の別表ということで、基準面積の改正についてというこ

とです。この基準面積については、基盤強化法で売買するにあたり、

受人の経営面積の要件となる面積です。これ以上の面積がないと基盤

強化法での売買はできないことになっております。 

 基準面積の改正については、市の基本構想と農林業センサスとの整

合性を考えて策定すること、また、市内農業者の平均面積の 1.1 倍を

基本として策定することとされておりまして、県の指導によりまして、

1.1倍してくださいということになっております。 

 まず 7 ページの表をご覧ください。2020 年農林業センサスの平均耕

作面積が 154.8アールで、それに 1.1倍をしまして右側の改正案 170.3

アール、小数点未満を切り捨てて、今回の改正を 154 アールから 170

アールに改正したいということでございます。新旧対照表については、
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佐藤専門員 
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議長 

 

 

 

8ページ 9ページとなっております。 

 次に 10ページ 11ページの別表第 2の改正後をご覧ください。別表 2

というのは経営規模拡大目標経営面積ということで、これについても

基本構想との整合性を取ることとされておりまして、ご覧のとおり下

線の部分が変更になりまして、ご覧のとおり改正するものです。 

 以上です。 

 

 事務局の説明が終わりました。 

 それでは、議案第 144号について、質疑、ご意見を求めます。 

 何か、ございませんか。 

 

このあっせん基準については、その都度行っておりませんので、皆

さん議案として審議されるのは初めての方もおられるのかなと思って

おります。農林業センサスの結果が出てしまえば、必ず議案として審

議されることになりますけれども、国の要領の改正によって字句等が

変更になった場合は、その都度議案として審議しておりません。 

今回みたいに農林業センサスの結果と併せて審議しておりますの

で、前にやったのが平成 29年頃だと思います。大体 5年に 1回やって

おりましたので、なかなか皆さんの整理がついていない事もあろうか

と思いますが、まず、今までの基盤強化法の売買の面積、基準面積が

154アールから 170アールに変わったという事ですので、それ以上の面

積がないと基盤強化法の売買ができないと。原則できないという事に

なりますが、それに伴う影響というのはほとんどないのかなと。ただ

面積が増えたという事だけですので。そこのところをご理解していた

だきたいとそう思います。 

 

何か、ございませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

 ないようですので、原案のとおり決定することに、ご異議ございま

せんか。 

 

 （「異議なし」の声あり） 

 

 意義ないものと認め、原案のとおり決定いたします。 

他に聞きたいことがありましたらお願いします。 

 何か、ございませんか。 
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議長 

 

 

 

 

 

（「なし」の声あり） 

 

 ないようですので、以上をもちまして、本日の議案審議は全て終了

いたしました。 

 よって、第 41回総会を閉会いたします。 

 ご協力ありがとうございました。 

 

[閉会 9 時 22 分] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


